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１ 入学資格 
 聴講生として札幌市立大学に入学する資格を有する者は、当該聴講生が聴講すること

を志願している授業科目を聴講するに十分な学力があると本学が認めた者とします。 
 
２ 履修科目等について 
 平成 22 年度前期の開設授業科目については、別紙の聴講生予定科目一覧のうち看護学

部専門科目および共通教育科目が対象となります。本学デザイン学部専門教育科目の聴

講を希望する場合には、「平成 22 年度前期札幌市立大学デザイン学部聴講生募集要項」

に従ってご出願ください。 
また、共通教育科目のみの聴講を希望する場合には、デザイン学部と看護学部のどち

らに所属するかを選択する必要があります。なお、平成 22 年度後期に専門教育科目を聴

講する場合には、所属学部によって継続の取扱いが異なりますのでご留意ください。 
※ 時間割およびシラバスの内容は変更となる可能性があります。 

 
３ 履修科目・単位数 
 1 回の出願につき、科目数・単位数の上限はありません。 

 
４ 出願手続 
 ５に掲げる出願書類に入学検定料を添付（郵便局で作成した９，８００円の普通為替

証書 1 枚にて）し、出願受付期間内に出願受付先へ郵送（書留速達）してください。（持

参による受付は行いません。）なお、出願書類を郵送する際には、封筒の表に「聴講生入

学願書在中」と朱書してください。 
 
５ 出願書類 
① 願書（所定様式） 
② 履歴書（所定様式）：3 ヶ月以内の写真を貼付してください。 
③ 聴講生志望理由書（所定様式） 
④ 最終出身学校の卒業証明書及び成績証明書またはこれらに類する書類 
⑤ その他必要な書類：指示があった場合のみ提出してください。 

 
６ 費用 
 入学検定料：９，８００円 
  郵便局で作成した９，８００円の普通為替証書 1 枚（手数料は本人負担となります）

を所定の封筒に入れて、出願書類に添付してください。 
  入学料  ：域内者 １４，１００円、域外者 ２８，２００円 ※注１ 
  授業料  ：１４，８００円（1 単位につき） 



７ 出願受付期間および出願受付場所 
○ 受付期間：平成２２年２月８日（月）～２月１６日（火）※期間内郵送必着 
○ 受付場所： 〒060-0011 札幌市中央区北 11 条西 13 丁目 
     札幌市立大学桑園担当課教務係 tel:011-726-2500 

  
８  選考方法 

出願書類および必要に応じて実施する面接により選考します。 
 面接を実施する場合は、連絡調整の上、実施日時を決定します。 

 
９ 合格者の通知 

合否については、文書にて本人宛に通知します。合格通知書は、平成２２年２月２２

日（月）に発送予定です。 
 
１０ 入学手続 
 合格者は次に掲げる①の提出書類に②の入学料を添付（郵便局で作成した入学料相当

の普通為替証書 1 枚にて）し、③の入学手続期間内に札幌市立大学学生課教務係または

桑園担当課教務係へ持参または郵送（書留速達）してください。なお、郵送の際には、

封筒の表に「聴講生入学手続書類在中」と朱書してください。 
① 提出書類 
・ 誓約書（所定様式）：署名は必ず本人が自署してください。 
・ その他必要書類：指示があった場合のみ提出してください。 
② 入学料：域内者 １４，１００円、域外者 ２８，２００円 ※注１ 

郵便局で作成した入学料相当の普通為替証書 1 枚（手数料は本人負担となります）

を所定の封筒に入れて、「誓約書」に添付してください。 
③ 入学手続期間：平成２２年２月２３日（火）～３月１日（月） 

(ア) 既納の入学料は返還できません。 
(イ) 期間内に入学料を納付しない場合は、入学を辞退したものとみなします。 

 
１１ 授業料の納付 

合格者は札幌市立大学学生課窓口または桑園担当課窓口にて、４月５日（月）以降、

授業料払込用の「郵便振替払込取扱票」を受け取り、下記納付期限までに郵便局で納

付願います。なお、既納の授業料は返還できません。 
(ア) 授業料：１単位に付き１４，８００円 
(イ) 授業料納付期限：平成２２年４月２７日（火） 

 
１２ 聴講上の注意 

聴講した授業科目については、成績評価および単位認定はされません。 
 
１３ 身体障がい等を有する入学志願者の事前相談について 

本学に入学を志願する者で身体障がい等（学校教育法施行令第 22 条の３に定める程



度）を有する者は、受験上及び修学上特別な配慮を必要とすることがあるので、出願の

前に出願受付先へ相談してください。  
 
※注１）「域内者」とは、本人またはその者の配偶者もしくは１親等の親族が入学の日の１

年前から引き続き札幌市の区域内に住所を有する者をいい、「域外者」とは、域内者以外の

者をいう。 
 

○ 聴講に関するお問い合わせ先 
 札幌市立大学桑園担当課教務係 
   〒０６０－００１１ 札幌市中央区北 11 条西 13 丁目 
   Tel:０１１－７２６－２５００ Fax:０１１－７２６－２５０６ 
     e-mail:souen@scu.ac.jp 


